「洲本市男女共同参画推進委員会」委員公募実施要領

１．目的
　　洲本市男女共同参画プラン（以下「プラン」という。）の推進について、広く意見を求めるため、洲本市男女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）設置要綱第４条第４号の規定に基づき市民から公募する。
２．公募委員の役割
　　プランの推進について、市民の視点から必要な事項について協議、検討を行う。
３．公募人員
　　３名以内とする。
４．委員の任期
　　委嘱の日から令和10年３月31日まで。
５．対象
　　２０歳以上の市内在住者又は市内在勤者で男女共同参画社会実現に関心がある人。
６．応募方法
　　市が提示するテーマについての８００字以内の小論文と応募用紙に必要事項を記入し、別に指定する日までに持参又は郵送により、洲本市役所市民生活部市民協働課へ提出する。
７．選考方法
　　公募委員は、広く市民の声を反映させるため、男女、職業、年齢等に偏りが生じないよう配慮する。
８．選考基準
　　（１）市内在住または市内在勤であること。
　　（２）男女共同参画社会実現に関心を持っていること。
　　（３）市民と行政との協調性及び役割分担の認識があること。
　　（４）委員会の趣旨を踏まえた委員としての建設的な意見、意欲があること。
　　（５）特定の考え方に固執せず、柔軟な考え方を持っていること。
